
 

 

 

 

 

 

 

「第３次むつ市男女共同参画推進 

基本計画」（素案）について 

 

【意見募集期間】 

令和５年２月７日（火）～ ３月８日（水） 

 

 

【お問い合わせ先】 

むつ市企画政策部 市民連携課 

電話 0175－22－1111（内線 2151） 

 

 

 

むつ市

パブリックコメント制度 
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パブリックコメントにあたって 

 

むつ市男女共同参画推進基本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に

基づく基本計画であるとともに、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）」第６条第２項に基づく市町村推進計画であり、「むつ市総合経営

計画」の個別計画として策定するものです。 

市では、平成１５年に第１次むつ市男女共同参画社会推進基本計画を、平成２５年

に第２次基本計画を策定しておりますが、第２次基本計画が令和４年度を持って期間

終了となることから、令和５年度以降を計画期間とする「第３次むつ市男女共同参画

推進基本計画」を策定するため、むつ市男女共同参画推進委員会により現在内容を検

討しております。 

 このたびのパブリックコメント制度は、「第３次むつ市男女共同参画推進基本計画

（素案）」に対して、ご意見を伺うものです。 
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■「第３次むつ市男女共同参画推進基本計画」（素案）の概要 

 

１ むつ市男女共同参画推進基本計画策定の目的 

昨今、少しずつ変化が見られるものの、性別による固定的な役割分担意識や慣行が、

依然として社会のさまざまな場面に残されており、その解消に向けた継続的な取組が

必要となっています。 

  少子高齢化の進行や労働力人口の減少、市民を取り巻く社会環境や生活実態が変化

していく中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野に等しく参

画し、共に責任を分かちあう男女共同参画社会を築いていくことが持続可能なまちづ

くりへとつながるものと考えております。 

  そこで、市ではより効果的に各種施策を推進するため、これまでの取り組みを継承

しつつ、取り組むべき課題や社会情勢の変化に対応するため計画の見直しを行い、新

たな計画として、「第３次むつ市男女共同参画推進基本計画」を策定します。 

 

２ 計画の構成 

 第１章では計画の基本的な考え方として下記内容を掲載 

１．計画の趣旨 

２．計画の基本理念 

３．計画の位置づけ 

４．計画の愛称 

５．計画の期間 

６．計画の推進 

７．計画の体系図 

 第２章では計画の具体的な内容を掲載 

  基本目標(Ⅰ～Ⅳ) ⇒ 重点目標(各々1～5) ⇒ 施策の方向(各々②～④) 

   まず始めに、基本目標を４つ定め、それら基本目標に紐付く重点目標を２つから

最も多い項目では５つ定め、それらに関連する施策の方向を２つから最も多いもの

では５つ定めております。※計画（素案）3～4ページ参照 

 

 最後に参考資料として「男女共同参画の推進に関する年表」「男女共同参画社会

基本法」「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を掲載 

 

３ 検討経過 

 令和４年１１月１６日（水） 

むつ市男女共同参画推進委員会へ次期計画について諮問 
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 同日 

第１回むつ市男女共同参画推進委員会開催 

(１)委員会設置の目的と根拠 

(２)計画の基となる法律の説明 

(３)計画作成方法について 

 令和４年１２月２６日（月）～令和５年１月１８日（水） 

委員会委員による計画(案)に対する意見募集期間 

 令和５年１月２５日（水） 

上記委員意見を踏まえむつ市男女共同参画推進基本計画（案）について検討 

 

 

■意見の提出方法 
 １ 募集期間 

    令和５年２月７日（火）～令和５年３月８日（水） 

  

 ２ 宛先 

    むつ市企画政策部 市民連携課 

 

 ３ 提出方法 

    次ページの「パブリックコメント用紙」により、いずれかの方法で提出して 

ください。 

 

（１）電子メール 

    renkei@city.mutsu.lg.jp 

 

（２）ファックス 

    ０１７５－２３－０２３４ 

 

（３）郵送・持参 

    ０３５－８６８６ 

      むつ市中央一丁目８番１号 

      むつ市企画政策部 市民連携課 

   

 

 

 

 

 

 

・電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。 

・お寄せいただいたご意見に対する考え方、修正案等は整理した上で、募集期間 

終了後に速やかに公表します。 

mailto:renkei@city.mutsu.lg.jp
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パブリックコメント用紙 

案     件     名 「第３次むつ市男女共同参画推進基本計画」について 

住          所  

氏          名 

（団体は団体名と代表者

名） 

 

電   話    番   号       ― 

提出者の区分 

 

（該当する番号に○を 

つけて下さい） 

１ 市内に住所を有する方 

２ 市内に事務所又は事業所を有する方 

３ 市内の事務所又は事業所に勤務する方 

４ 市内の学校に在学する方 

５ パブリックコメントの案件に関係のある方 

 

該当ページ ご 意 見 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ご意見の内容は公表しますが、住所・氏名・電話番号は公表しません。 

また、その他目的外の使用はしません。 

＊ご意見の欄が足りないときには、用紙（様式不問）を追加して下さい。 

 

 

 
【提出先・お問い合わせ先】むつ市企画政策部市民連携課 

〒035－8686 むつ市中央一丁目 8番 1号  

電   話 0175－22－1111（内線 2151） ファックス 0175－23－0234 

電子メール renkei@city.mutsu.lg.jp 
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